
日 曜 保育園(河俣・太陽) 東陽小学校 東陽中学校 日 曜 保育園(河俣・太陽) 東陽小学校 東陽中学校 

1 木  
元旦 

冬季休業日(～１/７) 

元旦 

冬季休業日(～１/７) 
17 土  資源回収 

高専推薦入試 

資源回収 

2 金    18 日    

3 土    19 月 河俣]食育
わくわく号 

食育の日 
 

4 日   「家庭の日」 20 火  

5 月 
[河俣]安全点検 
    初詣(阿蘇神社) 
[太陽]始園 

仕事始め 仕事始め 21 水  やまびこの集い 私立専願等入試 

6 火 
[河俣]お習字教室 

   (書き初め) 
  22 木 [河俣]かるた会 

フッ化物洗口 
 

7 水   23 金 
[河俣]交通安全指導 

   (安全な散歩) 
東陽中入学説明会 新入生説明会 

8 木 
３時間授業(給食なし) 

始業式/一斉下校 

３学期始業式 

実力考査 
24 土    

9 金 [太陽]お誕生日会 実力考査 25 日    

10 土   26 月 
委員会活動 

理科支援員来校 
 

11 日   27 火 
[河俣]非常訓練 

    (地震からの火災) 
SC来校 給食集会 

12 月 28 水    成人の日 

13 火 [河俣]お習字教室(毛筆) 
なかよし班の日 

運営委員会/生徒集会 

書き初め大会 
29 木 [河俣]卒園記念撮影 フッ化物洗口 専門委員会 

14 水  
４時間授業/一斉下校 

 30 金 
４時間授業 

家庭学習の日 
教育相談＆toyo寺小屋 

15 木 [河俣]安全点検 
朝の読み聞かせ 

フッ化物洗口 
31 土   

16 金 [河俣]誕生会(1月生) 英語検定 ※これはあくまで予定ですので、変更される場合もあります。 

東陽コミセンだより１月号 

発行日：令和８年１月１日 

お問合せ：八代市市民活動政策課 

     東陽コミュニティセンター 

     (TEL ６５－２２１０） 

令和７年度 

体力つくり持久走大会開催 

日時：令和８年２月１日（日）  

   9：00 受付開始  

   9：30 開会式      

   10：00 Aコーススタート  

場所：  

※申告したタイムを目指して走るタイムレースです。 

参加資格：  

申込締切：１月２３日(金) 

    （当日の参加申込も可能です。） 

（参加申込書は市報１月号に同封） 

応援もよろしくお願いします！！ 
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市民活動団体の未来をつくる 

人材育成セミナー ～仲間の輪をひろげるヒント～ を開催します！ 
日時：令和８年１月２５日（日） 午前１０時～午前１１時３０分 

会場：八代市役所３階 ３０１・３０２会議室  

内容：役員が高齢化していて今後の活動が不安、会員が増えない、イベントに人が集まらない 

   などの課題の解決のヒントを見つけるセミナーです。 

対象：  

定員：３０名程度（申込順） 

参加費：無料 

申込期限：１月１９日（月） 

【申込み・問合せ】 八代市役所 市民活動政策課  

          メール：shiminkatsu@city.yatsushiro.lg.jp 

          TEL：0965-33-4482  FAX：0965-33-5033 

 

東陽まちづくり協議会では、地域の
イベントなど様々な情報を発信して
います！ 

みなさんフォローお願いします♪ 

インスタグラムのご案内 Instagram⇩ 

健康コラム 

①野菜 

血糖値が 

高い人の 

割合 

男１位 

女２位 

②肉魚 

③ご飯 

  図書館講座 「にほんの昔あそび」 

     

●遺品整理サービスに関する作業

内容や料金は様々です。必ず複数

の事業者から見積もりをとり、契

約内容や料金を比較しましょう。  

●契約をする際には、作業日、具

体的な作業内容、料金、支払方

法、解約料などについて確認しま

しょう。作業時には思いがけない追加料金を請求される

こともあるので、事前に確認するようにしましょう。  

●遺品や住まいの不用品を廃棄物として収集・運搬する

事業者は、市町村からの委託業者であるか、市町村長か

ら「一般廃棄物処理業の許可」を受けている必要があり

ます。無許可事業者による不用品の処分は法律違反とな

り、不法投棄などに繋がりかね ません。お住まいの市町

村の窓口に照会するなどして事業者選びは慎重にしま

しょう。  

●また、遺品を買い取る事業者は「古物商の許可」が必

要ですので、買い取ってもらう際には「古物商許可証」

や「行商従業者証」を確認しましょう。  

●大切な遺品を誤って処分されてしまうケースもありま

す。残しておく遺品と処分する遺品を明確に分け、作業

時はできるだけ立ち会うようにしましょう。 

●困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活

センター等にご相談ください（消費者ホットライン

188）。


